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 岐阜県では、県内に事業所を有する企業が、新型コロナウイルス感染症の影響によるサプ

ライチェーンの見直しやコロナ社会における新たな需要に対応するため、生産設備を導入す

る場合、その経費の一部を支援します。 

■ 補 助 対 象 者 県内に事業所を有する企業（製造業） 

■補助対象事業 新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、新たに生産設備の導入を

行う以下のいずれかの事業 

Ａタイプ：サプライチェーン対策事業 

   （対象事業） 

・海外の自社工場で生産していた部品を、県内の自社工場での生産に切替え 

    ・海外の取引先から輸入していた部品を、県内の自社工場での生産に切替え 

    ・海外からの部品調達を国内に切替える企業からの依頼により新たに県内工場で生産 

Ｂタイプ： コロナ社会における新たな需要への対応事業 

（対象事業） 

・コロナ社会における新たな需要に応えるため、新製品を開発し生産 

・コロナ社会における新たな需要に応えるため、品質や機能を向上した製品の生産  

 例）「３密」や「接触」の回避、「感染防止」に資する製品 

（対象外事業） 

・既存製品の需要増加に伴う増産又は設備の維持修繕にかかる改修 

■投 資 額 要 件 １，０００万円以上（大企業は３，０００万円以上） 

■補 助 対 象 期 間 令和２年４月１日（水）～ 令和３年２月２６日（金） 

■補 助 率 ３／４以内（大企業は２／３以内） 

■補 助 限 度 額 １億円 

 

 ※マスクや消毒液などの、ヘルスケア産業製品等＊１の製造を行う事業については、３頁の

県の補助金を申請してください。 
＊１：医療、福祉（介護）、健康（医薬品（保健機能食品を含む））分野に関連する産業製品等 

 

■補助対象経費 生産設備の取得に要する経費 

・令和３年２月２６日までに納品及び支払いが完了するもの 

 

＜補助対象外となる主な経費＞ 

・単価５０万円未満の生産設備 

・中古品の導入経費 



2 

 

・調査研究費やシステム開発などの無形固定資産 

・生産設備の改造・維持修繕及び撤去・処分に係る経費 

・割賦、リース・レンタル＊２に係る経費 

・消費税等相当額 

その他の対象外経費は別紙「Ｑ＆Ａ」参照 

＊２：経済産業省の「サプライチェーン対策のための国内投資促進事業補助金」

に採択されたリースによる生産設備導入事業は補助対象となります。 

 

■募 集 期 間 令和２年７月３１日（金）～ ９月１１日（金）１７時【必着】 

 

■ 留 意 事 項  

・１企業１申請までとなります。 

・岐阜県及び岐阜県が関与する支援機関の補助金との併用はできません。 

・国の補助金との併用は可能です。なお、補助金額の算出は、生産設備に係る部分の自己

負担額に補助率を乗じた額となります。 

・予算額（７億５千万円）を超える交付申請がある場合は、補助率を乗じた補助金額とな

らないことがあります。 

・対象となる生産設備は令和２年４月１日以降に発注を行ったものとなります。 

・交付決定は令和２年１０月中旬を予定しています。 

・実績報告書については、事業が完了してから３０日以内、または令和３年２月２６日の

いずれかの早い方の日までに提出してください。 

・補助対象の生産設備を、償却資産の耐用年数の期間内に財産処分する場合は、補助金の

返還が生じることがあります。 

  ・補助金交付後から２年間は、事業報告書の提出が必要となります。 

   

■提出書類（各１部） 

 ・交付申請書（代表者印を押印したもの） 

 ・事業計画書（別紙１） 

 ・事業内容説明書（別紙２） 

 ・決算書（直近２年間分） 

・定款 

・見積書（補助対象とする生産設備全て） 

 ・直近の県税（法人県民税及び法人事業税）の納税証明書 

 ・発注書（交付申請時点で発注を行っている場合のみ） 
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■提出先及び問合せ先 

  申請書の様式は、以下ホームページからダウンロードしてください。上記の提出書類は、

令和２年９月１１日（金）１７時（必着）までに下記あてに郵送又は持参してください。 

 なお、郵送の場合は、配達記録が確認できる方法（例：簡易書留、特定記録等）にてお送   

りいただきますようお願いいたします。 

http://www.pref.gifu.lg.jp/sangyo/shokogyo/kigyo-yuchi/11342/gifukensupplychainhozyokin.html 

 

   岐阜県 商工労働部 企業誘致課 立地支援係 

   〒５００－８５７０ 岐阜県岐阜市薮田南２丁目１－１ １０階 

   電話：０５８－２７２－８３７０  ＦＡＸ：０５８－２７８－２６５９ 

   メールアドレス：c11342@pref.gifu.lg.jp 

 

 

 

 

※ヘルスケア産業製品等の製造を行う事業に対しての補助金のご案内 

 

■補 助 金 名 岐阜県ヘルスケア産業関連設備等導入事業費補助金 

■補助対象事業者 県内モノづくり企業等（営利目的をもって事業を営み、県内に本社又は

事業所を有する法人及び個人） 

■補助対象事業 コロナ社会における新たなニーズを踏まえ、県内のモノづくり企業等のシ

ーズを活かしたヘルスケア産業分野への新ビジネス展開を目指すため、ヘ

ルスケア産業製品等の生産設備（金型）、分析・評価機器等を導入する事

業 

■補 助 金 額 ２，０００～６０，０００千円 

（大企業は１０，０００～６０，０００千円） 

■補 助 率 ３／４以内（大企業は２／３以内） 

■募 集 期 間 令和２年７月３１日（金）～令和２年９月１１日（金） 

 

■お問い合わせ先 

 岐阜県 商工労働部 新産業・エネルギー振興課 成長産業係 

 〒５００－８５７０ 岐阜県岐阜市薮田南２丁目１－１ １２階 

 電話：０５８－２７２－１１１１（内線２９９１） ＦＡＸ：０５８－２７８－２６５３ 

 メールアドレス：c11353@pref.gifu.lg.jp 

 

http://www.pref.gifu.lg.jp/sangyo/shokogyo/kigyo-yuchi/11342/gifukensupplychainhozyokin.html
mailto:c11342@pref.gifu.lg.jp
mailto:c11353@pref.gifu.lg.jp

